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告 示 

 

三重県告示第 584号 

環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

令和 2 年 8 月 31 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

環境生活部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 243 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(2)の表に次のように加える。 

3 県立文化施設を活用
した文化団体等の活
動再開支援補助金 

新型コロナウイルス感
染症の影響を受け、活
動の縮小等を余儀なく

された文化団体等の新
しい生活様式に即した
活動再開等を支援する

ことにより、文化振興
を図る。 

新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、活動の
縮小等を余儀なくされた

文化団体等の新しい生活
様式に即した活動を再開
するために要する経費 

 

別 に 定 め
る。 

県内の文化団体
等 
 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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